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〔
告

示
〕

〇
臨
時
に
開
設
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
局
の
無
線

設
備
の
操
作
を
行
う
場
合
の
条
件
を
定
め

る
件
（
総
務
一
六
六
）

〇
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一

の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
規

定
す
る
団
体
の
要
件
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
号
ト
の
規
定
に
よ
る
技
能
実
習
を

監
理
す
る
団
体
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難

民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準

を
定
め
る
省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二

の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ

に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
二
十
九
号

の
規
定
に
よ
る
技
能
実
習
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
法
務
二
一
二
）

〇
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
別
表
第
一

の
二
の
表
の
技
能
実
習
の
項
の
下
欄
に
規

定
す
る
団
体
の
要
件
を
定
め
る
省
令
第
一

条
第
一
号
ト
の
規
定
に
基
づ
き
監
理
団
体

を
定
め
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る

省
令
の
表
の
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
技

能
実
習
の
項
の
下
欄
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る

活
動
の
項
の
下
欄
第
二
十
九
号
の
規
定
に

基
づ
き
技
能
実
習
を
定
め
る
件
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
同
二
一
三
〜
二
一
六
）

〇
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
十
七

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
機
対
応

業
務
を
行
う
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在

地
を
変
更
す
る
件

（
財
務
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
三
）

〇
種
苗
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
品
種
登
録
し
た
件（
農
林
水
産
八
五
四
）

〇
国
土
交
通
大
臣
が
講
習
の
実
施
機
関
を
認

定
す
る
件（
国
土
交
通
五
二
九
〜
五
三
九
）

〇
海
上
自
衛
隊
の
使
用
す
る
船
舶
の
信
号
符

字
を
取
消
し
す
る
件
（
防
衛
七
八
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
近
畿
地
方
整
備
局
九
二
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

国
税
庁

〔
官
庁
報
告
〕

国
家
試
験

中
小
企
業
診
断
士
試
験
に
関
す
る
公
告

（
経
済
産
業
省
）

公
聴
会

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
等
に
関

す
る
公
聴
会
開
催
に
関
す
る
公
示

（
農
林
水
産
省
）

国
土
調
査
法
に
基
づ
く
国
土
調
査
と
同
一
の

効
果
が
あ
る
も
の
と
し
て
の
指
定
の
公
告

（
国
土
交
通
省
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

会
計
検
査
院
共
済
組
合
定
款
の
一
部
変
更

関
係

会
社
そ
の
他
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